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１．2016 年度中央執行委員会の取組み概要 

徳島大学教職員労働組合は、昨年の定期大会で以

下の３つの活動方針を決定した。 

1）徳島大学を誇りに思い、安心して働ける職場と

するよう、教職員の労働条件の改善や地位向上の

方策を大学運営者側に提案します。 

2）職域を越えた職場の支援ネットワークとして職

員間の交流・学習の機会を提供します。 

3）過半数組合づくりの取り組みを推進します。 

中央執行委員会はこれらの方針にもとづき活動を

進めてきた。以下ではそれぞれにつき概要を具体的

に報告する。 

 

1）誇りに思える職場づくり 

 

16年度体制発足早々の 7月 15日に学長懇談を開

催し、①運営費交付金削減への対応について。 ②軍

学共同研究、卒業式・入学式での国歌斉唱について。

③教員の労働条件改善について。④パート職員・契

約職員の待遇改善について。以上４点について意見

交換を行った。これまでの学長との懇談の結果、長

年の懸案事項であった「国際公募によらない昇任人

事」を実現した。 

11 月 14 日には第二回の学長懇談を開催し、①人

事院勧告への対応について。②軍学共同研究、卒業

式・入学式での国歌斉唱について。③「徳島大学改

革プラン（10月 18日版）」について。④パート職員・

契約職員の待遇改善について（とくに病休の有給化

について）。以上４点について意見交換を行った。 

人事院勧告については地域手当を引き続き 2％に

据え置くが、基本給・賞与については 4月にさかの

ぼっての全面実施という回答を得た。 

また、この懇談において、「有期雇用職員の病休

の有給化」を実現した。有期雇用職員の病休が制度

化されたのが昨年度であるから、有期雇用職員の待

遇改善は急速に進んでいる。引き続き、教職員の待

遇改善・研究教育環境の改善に取り組んでいきたい。 

「徳島大学改革プラン」については、過度に競争

主義的な資金配分政策を導入しないように求め、17

年度における研究費配分は 16 年度と同程度を確保

している。大学のパフォーマンス向上には、「中間層

の引き上げ」が不可欠であることから、引き続き、

大学運営が過度に競争主義的にならないように、妥

当な研究教育環境の維持・拡大を目指したい。 

軍学共同研究については、17年 3月に日本学術会

議が「防衛装備庁の研究費制度には問題が多い」と

の声明を発表したこともあり、本学でも応募を差し

控えることとなった。引き続き、良識ある学問の府

として適切な対応を続けるように求めたい。卒業

式・入学式では、今年度もこれまで同様、国家の斉

唱は行われなかった。 

病院関係では、7月 19日に病院長懇談、10月 18

日に看護部長懇談、11 月 29 日には第二回病院長懇

談を行った。詳細については病院支部より報告する。 

17年 5月末に、来年度の懇談に向けた「要望文書」

を作成し、大学側に提出した。項目は、①運営費交

付金削減への対応について。②軍学共同研究、卒業

式・入学式での国歌斉唱について。③教員の労働条

件改善について。④看護師・医員・研修医・修練歯

科医の労働条件改善について。⑤パート職員・契約

職員の労働条件改善について。以上 5 点。詳細は

「2017年度活動方針」にて報告する。 

 

2）ネットワークづくり 

7月の定期大会前の懇親会、12月の忘年会、8月

ビアパーティ、3 月送別会、4 月新歓パーティと、

頻繁に懇親会を開催して交流と情報交換を行った。 

徳島労連や医労連より、組合員の相談会や病院長

懇談、看護部長懇談に来ていただくなど、協力関係

も引き続き良好である。国公労連や徳島労連、医労

連など地域の労働団体の活動にも積極的に参加した。

（対外活動については「活動の記録」を参照。） 

また、未組合員対象のメルマガ「徳島大学教職員

労働組合からのお知らせ」は 80 号を超え、組合活

動に対する未加入の教職員の認知度や好感度は確実
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に高まっている。組合員対象の「中執便り」も 70

号を越え、組合員の連帯感の向上に大きな役割を果

たしている。 

メールでの連絡が難しかった看護師組合員には、

LINE を活用した連絡網によって、組合活動の紹介

や情報共有を進めている。 

 

3）過半数組合づくり 

日ごろからの教職員への加入呼びかけや、労働相

談への対応、4 月の病院オリエンテーションおよび

教職員オリエンテーションでの組合説明会などを実

施した結果、16年度中（16年 7月 1日～17年 6月

30日）に 26名の新規加入があった。5名の退職、5

名の退会があったが、差し引き 16 名増（ちなみに

15年度は 8名増、14年度は増減なし、13年度は 4

名増）。今後も着実な組合員増加を目指したい。新規

加入者の定着を図るために、4 月には新人歓迎パー

ティを開催し、新人7名の参加があった。今後とも、

組合活動の有効性をアピールして、組合員増を実現

していくことが必要である。 

 

 

２．各支部活動報告 

＜教職員支部＞ 

教職員支部には多くの教員が加入していることか

ら、一昨年の活動方針で、「組合主催で勉強会なども

開催すること」を掲げた。労働問題に限らず、研究

活動を盛り上げることで、組合加入を促進すること

が期待できる。16年度は、下記の二回の勉強会を実

施した。 

2016 年 10 月 3 日(月)：上野加代子氏による報告

「社会構築主義と社会福祉学」 

2017年 4月 6日(木)：山口裕之氏による報告「大

学の神話と現実」 

引き続き勉強会を開催したいと考えている。 

また、教職員支部は、多数の中央執行役員・委員

を支部から出している関係で、中央執行委員会と連

携して以下のような活動を行った。 

（1）「徳島大学改革プラン」に関する意見集約の

機会を活用し、基礎的な研究費の傾斜配分について

反対の意を表明した。17年度における研究費配分は

16年度と同程度を確保している。 

（2）学長との懇談を行い、有期雇用職員の病休

の有給化を実現した。 

（3）軍学共同研究・米軍からの研究資金提供・「国

旗掲揚国歌斉唱」について、大学側の慎重な姿勢を

引き出した。 

（4）組合員増への取り組み 

新規採用教職員に対して、組合「しおり」と加入

申し込み用紙を配布し組合への加入を推進した。16

年度中には 12名の方が加入された。4名が退職や退

会しましたが、差し引き 8名の増加であった。引き

続き組合員増に向けて機会あるごとに勧誘に努めて

いく。 

 

＜病院支部＞ 

昨年度は病院支部で 14人の新規加入があった。6

人が退職や退会したが、差し引きで 8人の増加であ

った。労働環境の悪化が全国的に問題となる中、組

合加入率が少しずつ改善しているように思われる。

今後は、せっかく加入してくれた人たちが満足して

くれるように、目に見える成果を上げていくことが

必要になる。 

2016年 7月 19日に病院長懇談を行い、看護師の

夜勤手当の増額・連休取得・病棟の勤務体制の統一・

任期付きコメディカル職員の正規職員化などについ

て意見交換を行った。 

10月 18日には看護部長懇談を行い、「勤務体制の

混合」や「更衣室が狭い件」について意見交換を行

った。更衣室が狭い件については、労働安全衛生委

員会に問題提起し、ロッカーの配置換え等で特に狭

いスペースを拡幅するなどの改善策が提案された。

勤務体制については、組合としては香川労災病院の

「変形三交代制」について、情報収集を進めており、

導入により改善が見込まれるようであれば、導入を

提案することとしている。 

11 月 29 日には第二回病院長懇談を行い、①夜間

看護等手当の増額もしくは一時金の支給」について。
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②看護師の労働条件改善について。③医員・研修医

の超過勤務手当の支給状況について。以上 3点につ

いて意見交換を行った。 

一時金については、「病院が 6 億円の利益を上げ

た場合には支給する」との合意を得たが、17 年 3

月の財政状況から、当初予定の利益が上がらず、一

時金支給も見送られた。来年度は、支給対象者を限

定して必要な資金額を圧縮するなどして、実現を目

指したい。 

コメディカル職員の正規雇用化については、実現

した。これまで 5年の任期が付けられていたコメデ

ィカル職員も、2013年の労働契約法改正に対応した

有期雇用職員の無期雇用転換権の対象となっていた

が、今回、そうした「雇用期限のない有期雇用職員」

ではなく、「正規職員」の枠を作って、評価の結果、

順次、正規職員に転換していくこととなった。 

医員・研修医・修練歯科医のうち、歯科について

は超勤手当てがほとんど支給されていない実態が、

残業データから明らかとなっており、病院長に改善

を求めている。16年 9月には病院長名で診療科長あ

てに改善を求める文書を通知、12月には組合から超

勤の適切な支払いを求める文書を配布したが、現在

のところ大幅な改善が見られない。引き続き改善を

求めていきたい。 

 

 

３．活動の記録（ウェブページ参照） 

 

＜団体交渉・協議事項＞ 

2016.7/15 学長懇談 

2016.7/19 病院長懇談 

2016.9/12 「徳島大学改革プラン（案）」への意見 

2016.10/18 看護部長懇談 

2016.10/31 第二回学長懇談申し入れ 

2016.10/31 第二回病院長懇談申し入れ 

2016.10/31 労働安全衛生委員会への申し入れ 

2016.11/14 第二回学長懇談 

2016.11/29 第二回病院長懇談 

2017.5/ 大学改善提案 2017提出 

 

＜内部の活動・イベント・その他＞ 

2017.3/1 2017年春闘回答確約行動 

 

＜対外活動＞ 

●全国大学高専教職員組合（全大教） 

2016.7/9~10 定期大会＠東京（今井） 

2016.9/9 教育研究集会＠宇都宮（斉藤、山口） 

2016.10/29~30 合同地区別単組代表者会議・中国四

国地区協議会単組代表者会議・四国連絡会＠岡山

（斉藤） 

2016.11/5～6 医科系大学懇談会＠神戸（楠本、栗本） 

2017.2/11~12 合同地区別単組代表者会議＠小倉

（吉岡） 

2017.2/11 病院協議会総会＠東京（谷川、多田、水

口） 

2017.2/24 書記研修会＠名古屋（山口） 

2017.4/ 全大教時報 vol.41.No.1記事「『人をつなぐ

対話の技術』から学ぶ組合活動」掲載（山口） 

2017.6/ 全大教時報 vol,41.No.2記事「どうして「科

学技術振興予算は今後、増えません」と断言でき

るのか」掲載（山口） 

2017.6/24 中四国教育研究集会＠愛媛（斉藤） 

 

●徳島県労働組合総連合（徳島労連）＆徳島県医療

労働組合連合会（医労連） 

2016.9/6 医労連国際シンポジウム＠東京（谷川、大

西、松岡） 

2017.9/11 働く者の命と健康を守る徳島センター設

立総会（中島） 

2016.9/30 医労連定期大会＠とくぎんトモニプラザ

（松岡、大西） 

2016.10/2 徳島労連第 28回定期大会（斉藤） 

2016.11/16 働くものの学習交流集会第 1回実行委

員会（吉岡） 

2016.12/14 働くものの学習交流集会第2回実行委

員会（吉岡） 

2017.1/7 徳島労連春闘討論集会（斉藤） 

2017.1/11 働くものの学習交流集会第 3 回実行委
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員会（吉岡） 

2017.2/1 徳島労連中央委員会（斉藤） 

2017.2/22 働くものの学習交流集会第 4 回実行委

員会（吉岡） 

2017.3/8 働くものの学習交流集会第 5 回実行委員

会（吉岡） 

2017.5/1 徳島労連メーデー（岩佐） 

2017.5/24 働くものの学習交流集会第 8 回実行委

員会（吉岡） 

2017.6/7 働くものの学習交流集会第 9 回実行委員

会（吉岡） 

2017.6/24~25 働く者の学習交流集会（吉岡） 

 

●徳島県国家公務員労組共闘会議（徳島県国公） 

2016.7/19 幹事会（斉藤） 

2016.8/17 幹事会（斉藤） 

2016.9/21 幹事会（斉藤） 

2016.11/16 幹事会（斉藤） 

2017.1/13 春闘討論集会・定期大会（斉藤、吉岡） 

2017.1/18 幹事会（斉藤） 

2017.2/21 幹事会（斉藤） 

2017.4/19 幹事会（斉藤） 

2017.5/17 幹事会（斉藤） 

2017.6/21 幹事会（斉藤） 

 

●原発からの撤退、自然エネルギーへの転換を求め

る徳島県連絡会（原発ゼロ徳島連絡会） 

2016.7/27 幹事会（斉藤） 

2016.8/24 幹事会（斉藤） 

2016.9/28 幹事会（斉藤） 

2016.10/26 幹事会（斉藤） 

2016.11/30 幹事会（斉藤） 

2016.12/10 太陽光発電学習会（斉藤） 

2016.12/16 幹事会（斉藤） 

2016. 幹事会（斉藤） 

2017.1/25 定期大会（斉藤、中島） 

2017.2/22 幹事会（斉藤） 

2017.3/22 幹事会（斉藤） 

2017.4/26 幹事会（斉藤） 

2017.5/24 幹事会（斉藤） 

2017.6/11 イレブンアクション（中島） 

2017.6/28 幹事会（斉藤） 

 

●高知大学臨時賃下げ訴訟傍聴行動 

2017.2/17 18回口頭弁論傍聴支援（斉藤） 

2017.4/14裁判判決言い渡し報告集会（斉藤） 

 

●その他 

2017.4/17 共謀罪 NO!徳島県民大集会 第１回実行

委員会（斉藤） 

2017.5/9 共謀罪NO!徳島県民大集会 第２回実行委

員会（斉藤） 

2017.5/30 共謀罪 NO!徳島県民大集会 第３回実行

委員会（斉藤） 

2017.6/2 共謀罪NO！徳島県民大集会（斉藤、今井） 
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１．基本方針 

●労使関係、労働条件の改善について 

① 教職員の賃金・労働条件は、組合との団体交

渉を誠実に行い決定するという労使関係を

確立すること。 

② 大学病院に勤務する看護師の労働条件を抜

本的に改善すること。看護師を充分確保・増

員し、7 対 1 看護の体制において、安全で安

心して働ける労働環境になるよう看護師の

意見を取り入れた職場改善システムを構築

すること。 

③ 事務系の職場や病院において、不払い残業の

根絶を始めとして労働基準法など法令を遵

守するとともに、労働時間を短縮すること。

そのため、労使協議の場を設けること。 

④ 助教の研究環境の充実と待遇改善を行うこ

と。また、助教等を全員任期付きとするなど

の無限定な任期制の導入は行わないこと。 

⑤ 教職員の単身赴任手当における対象者規定

の見直しを検討し適正な運用になるように

改善すること。 

⑥ 教育研究水準を低下させ、教職員の労働強化

を招く人件費削減・人員削減計画については、

労働組合と協議し再検討すること。 

⑦ 教員賃金水準を 5％引き上げて私立大学との

格差是正をはかること。職員は国家公務員と

の給与格差是正のため昇任・昇格等の改善を

行うこと。 

⑧ 教員任期制の導入に際しては、無限定な任期

制を行わず、教員任期法に基づき、選択的限

定的任期制、本人合意、組合との交渉事項で

あること等のルールを確立すること。 

⑨ 年俸制の無限定的な導入を避け、年俸の減額

は行わないこと。 

⑩ 教職員の評価と査定昇給問題について、評価

基準が不透明・未成熟な現状では、現行シス

テムの実施上での問題点を調査検討し改善

策を提示すること。公正かつ透明性のある評

価基準、評価への異議申し立て権の保障、査

定のあり方について組合との交渉事項とす

ること。 

⑪ 教職員のワーク・ライフ・バランスを考え、

次世代育成支援推進法に基づく実効性ある

「行動計画」を教職員の意見を取り入れて改

善すること。 

⑫ 全学の人権委員会が教職員にとって真に相

談しやすいものとして機能するように改善

すること。 

 

●教育研究環境の充実 

① 授業料等の学生納付金の高額化、教育研究条

件の貧困化は、学生の学ぶ権利の侵害である

ことの認識を共有し、その改善の取り組みを

強めること。 

② 競争的予算配分、学長等の裁量経費への偏っ

た予算配分が基礎的で長期的な教育研究の基

盤を壊し、歪めていることを認識し、均衡の

ある長期的視点から教育研究の推進を助成す

ること。 

③ 大学の教育研究のあり方、特性を活かし、「学

術の中心として」「深く専門の学芸を教授研究」

（学校教育法 83 条）ができるよう財政基盤を

整備すること。 

 

●大学運営に関すること 

① 学長選考、理事選任は、民主的ルールに基づ

き行うこと。具体的には、学長選考は学内構

成員による投票制度を維持･尊重すること、学

長の理事選任は教育研究評議会の推薦、経営

協議会の意見聴取を取り入れること。 

② 情報公開、透明性の担保の原則を明確にし、

役員会、教育研究評議会、経営協議会及び教

授会の議事の概要を作成し、公開すること。 

③ 教育研究の充実、活性化の観点から財政･経営

問題を含めて、教育研究評議会・教授会が自

治・自律的な機能を充分に発揮すること。経

徳大労組第 14 回定期大会 

第 3 号議案 2017 年度の活動方針に関する件 
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営協議会は教育研究の充実のため、その整備、

充実、支援に当たること。 

④ 教育研究評議会の評議員のうち、国立大学法

人第 21 条第 2 項の四に規定する「その他教育

研究評議会が定めるところにより学長が指名

する職員」の指名に際しては、大学を構成す

る部局その他の教育研究上の重要な組織から

選出されたものを含むこと。 

⑤ 教育研究評議会で審議に付す重要事項は基本

的に教授会での審議を経ること。 

⑥ 教員人事に関しては、教授会・教育研究評議

会の議に基づき採用、昇格、降格、異動、解

雇等を行うこと。 

 

２．2017 年度の活動方針 

昨年度に引き続き、私たちは、次に掲げる３つ

の活動方針で 2016 年度の組合活動を実施してい

く。 

 

１）徳島大学を誇りに思い、安心して働ける職場

とするよう、教職員の労働条件の改善や地位

向上の方策を大学運営者側に提案します 

 

組合員や組合員以外の教職員の声も集めて、大

学役員会や各部局長等に対して労働条件の改善

に向けて団体交渉し、より良い職場になるよう努

力する。人事院勧告や政府の人件費抑制策等の動

向にも留意して、以下の項目について取り組む。

以下の内容を、「2017年度学長・病院長への要望」

として大学側にすでに提出している。 

 

① 運営費交付金削減への対応について 

1) 交付金削減に対する今後の対応につき、引き続き

協議を希望します。 

2) 教員の削減や物件費の削減など、労働環境に大き

な影響のある事案につきましては、事前に組合と

の協議を行ってください。 

 

組合としても、運営費交付金以外の定常的な財

源の確保が困難であることは認識しており、対応

としては①教員の定員削減、②物件費の削減、③

給料の抑制、④授業料の値上げ、以外には考えに

くいことも理解しております。とはいえ、漫然と

一律に削減するのではなく、必要なところにはし

っかり予算を付けることで本学の特色を打ち出

し、発展につなげていくことが必要だと考えてお

ります。この点についても、大学執行部と見解は

一致するものと考えております。つきましては、

執行部側の予算配分ポリシーをご説明いただき、

それに関する協議を希望します。 

 

② 軍学共同研究、卒業式・入学式での国歌斉唱

について 

1) 軍学共同研究を安易に推進しないよう、慎重な対

応を求めます。 

2) 国歌斉唱については、中国、韓国をはじめ、アジ

ア諸国からの留学生が多数在籍している状況に鑑

みた対応を求めます。 

 

1）2017 年 3 月、日本学術会議は、軍事研究と

は一線を画する従来の姿勢を確認しました。とく

に、防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」

については、「政府による研究への介入が著しく、

問題が多い」として懸念を表明しています1。それ

をうけて、本学では 4 月 12 日付で、同制度への

「申請は行わないよう」、教職員に対して要請し

ました。こうした慎重な対応は評価しますが、今

後、学内での審査制度が確立したのち、なし崩し

的に軍事研究に傾斜することがないよう、引き続

き慎重な対応をお願いいたします。 

2）国歌斉唱については、今年度の入学式でも

実施しませんでしたが、こちらにつきましても、

理性的で諸外国からも尊敬されるような対応を

                                                   
1 日本学術会議「軍事的安全保障研究に関する声

明」（2017 年 3 月 24 日）、

http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhos

yo/pdf23/170324-seimeikakutei.pdf 
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取られることを期待します。 

 

③ 教員・事務職員の労働条件改善について 

1) 産前休暇を 8週間とすることを求めます。 

2) 年俸制教員の年俸額算定に際して、退職金分が算

入されていない点につき、改善を求めます。 

3) 研究費の過度の傾斜配分は避け、引き続き、全教

員に基礎的な研究費を配分することを求めます。 

4) 事務職員の残業時間が、一部、労使協定の上限時

間を超える違法状態となっております。人員の適

切な配置、仕事内容の見直しなど、早急な対応を

求めます。 

 

1）現在、産前休暇は労働基準法準拠で 6 週間

となっておりますが、8 週間とする大学や民間企

業が増えております（岡山大学、滋賀大学など）。

とくに看護師や女性医師については、労働条件が

厳しいために、早産や流産のリスクが高まってお

ります。男女共同参画という観点から、本学も産

前休暇を 8 週間とすることを求めます。 

2）2014 年度における、退職前の教員に対する

年俸制適用の際には、退職金分が年俸に算入され、

退職金に対する所得税の割引分の補填なども含

めて若干の手取り増となっておりましたが、その

後、広く行われるようになった任期付き教員に対

する年俸には、退職金分が算入されておりません。

これは、かなり大きな待遇の悪化であると思われ

ます。改善を希望します。 

3）昨年の「「徳島大学改革プラン（案）」につ

いての意見」2でも述べました通り、「業績評価に

よる研究費の傾斜配分」は結果として大学全体の

研究教育のパフォーマンスを低下させる恐れが

高いため、基礎的な研究費は原則的に均等配分と

し、インセンティブについては金銭以外の手段を

考案、活用することを求めます。 

4）先日ご提供いただいた「事務の残業データ」

                                                   
2 

http://tokushima-u-union.in.coocan.jp/documen

t/20160908plan_iken.pdf （2016年 9月 12日） 

によりますと、病院の月当たり残業時間の最大値

が 136 時間、蔵本事務部で 101 時間、常三島事務

部で 100 時間など、本学における労使協定の上限

である 75 時間を超える値となっております。上

記部署では、特別条項適用人数が 10 名を超える

月が複数あるなど、過酷な勤務実態となっている

ようです。仕事内容や人員配置を見直すなど、早

急な改善が必要な状態です。実際の労働時間より

も申告を抑制させるといった違法な対応を行う

ことがありませんよう、念のため申し添えます。 

 

④ 看護師・医員・研修医・修練歯科医の労働条

件改善について 

1) 「夜間看護等手当」が全国平均と比較して低い点

について、恒常的な増額が難しい場合には、一時

金の支払いを求めます。 

2) 産前休暇を 8週間とすることを求めます。また、

妊娠中の夜勤免除など、「子育てしやすい制度」を

充実することを求めます。 

3) 香川県の労災病院などで実施されている「変形三

交代制」を試験的に導入することを提案します。 

4) 医員・研修医・修練歯科医に対して、適切な超過

勤務手当の支払いを行うよう求めます。 

5) 現在は医師に限定されている「臨床手当」を、歯

科医師にも支給することを求めます。 

 

1）昨年度の労使懇談の結果、「6 億円程度の黒

字が出れば、一時金を支給する」となりましたが、

残念ながらその基準は達成されず、一時金の支給

は見送りとなりました。今年度も引き続き一時金

の支給を求めます。組合の要望としては、病院勤

務の中でも夜勤が心身への負担が大きく、また夜

間看護等手当の額が比較的低水準であることへ

の代償として一時金を求めますので、対象者を夜

勤従事者に絞ることで、財政的な達成目標を低く

して、一時金支給の可能性を高めることを求めま

す。 

2）看護師や女性医師は、夜勤の負担などから

早産や流産が多いと言われております。全学的に
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産前休暇を 8 週間としたうえで、病院としては、

妊娠が分かった段階での夜勤免除など、母体の健

康維持のための施策を引き続き検討し、積極的に

導入してください。 

3）8 時間 3 交代制の問題点は、休みが少ないこ

と、準夜‐日勤などの過酷なシフトが行われがち

な点です。12 時間 2 交代制の問題点は、日勤が

12 時間に及び、体力・集中力の点でかなり厳しい

勤務となっている点です。両者の問題点を解消す

る勤務体制として、「日勤 8 時間・夜勤 12 時間」

とし、日勤と夜勤の間を「中勤 6 時間」でつなぐ

という変形三交代制が考案されています。本学病

院にて一部試験実施することを提案します。 

4）昨年度、医員・研修医・修練歯科医の方か

ら、「超過勤務手当が適切に支給されていない」

との訴えがあり、病院側におかれましては組合か

らの文書3を各診療科に配布して指導するなどの

対応を取っていただきましたが、そうした指導に

もかかわらず、先日いただいた「残業データ」で

は、とくに歯科においてほとんど超勤手当てが支

払われていないという驚くべき実態が発覚しま

した。国の「働き方改革」の方針により、労働基

準法違反に対して厳しい対応が取られている状

況を認識いただき、早急な改善を求めます。 

5）現在、臨床手当は医師に限定されておりま

す。また、支給額も、教授 6 万円、准教授 4 万円、

講師 3 万円、助教 2 万円と、職階が高いほど金額

が高くなっております。それに対して、たとえば

香川大学では「医師調整手当」という名称で、教

授 19,900 円、准教授 29,900 円、講師 34,800 円、

助教 44,800 円と、職階が低いほど多い額の手当

をつけております。これは、若年層を優遇して優

秀な人材を確保する目的から妥当な措置だと考

えます。予算厳しき現状ですが、病院の発展のた

め、まずは歯科医師にも臨床手当を付けることを

                                                   
3 

http://tokushima-u-union.in.coocan.jp/documen

t/20161201hospital_chokin.pdf （2016 年 12 月

7 日） 

ご検討ください。 

 

⑤ パート職員・契約職員の労働条件改善につい

て 

1) 2018年 4月、有期雇用職員の無期雇用転換をスム

ーズに行うように求めます。 

2) パート職員・契約職員の時給を、契約後 3年を超

えてもアップするように改善を求めます。 

3) パート職員にも一時金を支給するなど、更なる待

遇向上を求めます。 

 

1）2013 年、徳島大学では 5 年を越えて反復更

新された有期雇用職員を無期契約に転換するこ

とが決定されました。2018 年 4 月には、いよい

よ無期雇用への転換権が発生します。希望者全員

が無期雇用へ転換されますよう、よろしくお願い

いたします。懸念材料は、外部資金により雇用さ

れている方々です。就業規則では、「他の職務に

転換させることが困難なとき」以外には、原則的

に無期雇用に転換することとなっております（有

期雇用職員就業規則第 14 条の２）。「資金が獲得

できなかった」という理由で一律に解雇すること

は就業規則上困難であることを十分認識された

うえで、全学的な対応をお願いいたします。 

2）・3）現在、国の「働き方改革」の方針によ

り、正規・非正規の間の格差の是正が求められて

おります。引き続き、有期雇用職員の待遇改善を

お願いいたします。 

 

以上が、「2017 年度学長・病院長への要望」の

内容である。その他、以下の項目につき、これま

でどおり活動を継続する。 

① 教職員からの相談に対応します。 

昨年度に引き続き、ハラスメント、サービス残

業など相談に応じ、解決を図る。 

② 全大教、徳島労連、徳島県医労連、徳島県国

公労連などと連携をとりながら活動に取り

組みます。 
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２）職域を越えた職場の支援ネットワークとして

職員間の交流・学習の機会を提供します 

 

① 組合員同士が交流できるように、懇親会をな

るべくたくさん開催します。 

② 徳島労連などのイベントも組合員に紹介し、

参加を募ります。 

③ さまざまな教研集会にもなるべく参加者を送

り込み、学習や情報収集の機会とします。 

 

３）過半数組合づくりの取り組みを推進します 

加入促進策と、組合活動の広報を中心に、過半

数組合の実現のために活動します。 

① 病院や事務職員の新人オリエンテーションで

組合説明会を実施し、加入を呼びかけます。

他大学の例を参考に説明会の工夫を重ねます。

労働相談や説明会を月一回程度開催します。 

② 未組合員向けのメルマガ「徳島大学教職員労

働組合からのお知らせ」、組合員向けの「中執

便り」の配信を継続します。病院向けに、「あ

したば」の発行を継続します。また、LINE

を活用した連絡網を使って看護師組合員の間

での情報の共有を進め、組合活動の成果や意

義を理解していただけるように努めます。 

③ 事務職員、病院、加入者の少ない部局、非常

勤職員・ポスドクなど多方面に積極的な組合

加入の促進を展開します。 

 

２．各支部活動方針 

＜教職員支部＞ 

徳島大学の教職員が賃金も含めた労働条件を

向上させていくには、組合員の拡大、日々の活動

の充実、そして大学に積極的に提案していく団体

交渉の充実が必要であると考えられる。この 3 つ

の活動は組合活動の基本でもあり、着実に実施し

てこそ、職場の中の多様な意見・要望を集約し、

大学にその声を届けることが可能となる。具体的

には以下の点を中心とした活動を計画している。 

(1) 新規組合加入の促進 

組合員を拡大してこそ、組合の要求が大学に届

くものである。一方で、教職員支部においては事

務職員、工学部の教員・技術職員の組合員が極め

て少ないのが現状である。メルマガを通じて組合

の存在は知っているものの、加入には至っていな

い教職員が多い。こうした人たちに粘り強く加入

を呼びかけることに加えて、組合側から未組合員

の意見を直接聞く場を設けるなどして、組合の存

在をより身近に感じ、加入しやすい状況を作って

いくことが必要であると考えている。 

(2) 組合員間の意思疎通 

組合活動は、職域、職階を超えた人間的なつな

がりを基礎として、お互いに尊重しながら、それ

ぞれの労働条件の改善活動を進めることにある。

この実現のため、懇親会を数多く実施するととも

にスポーツを通じた交流の機会を設けていきた

いと考えている。 

また、組合主催で勉強会なども引き続き開催し

ていきたいと考えている。労働問題に限らず、学

会発表のプレ発表を行う、著作を出した組合員が

いれば講評会を行うなどといった学術的な活動

を行うことで、組合に加入することが研究教育の

促進につながるような状況を作っていきたいと

考えている。 

(3) 徳島大学改革に対する運動 

ガバナンス改革の一環として、徳島大学では教

育体制の大幅な変更や年俸制導入が学長主導の

もと行われている。大幅な変更でありながら、構

成員の意思を尊重した民主的な手続きを経ずに

行われる場合、特に教育・研究環境の変化が労働

環境の悪化を招く場合は組合として声を上げて

いきたいと考えている。 

 

＜病院支部＞ 

 

今年度の最大の目標は、夜勤手当の増額に代わ

る一時金の獲得である。昨年度は、「病院全体で 6

億円の利益が上がったら一時金を支給する」とい
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う労使合意を得たが、病院の収益がそこまで上が

らず、一時金は支給されなかった。今年度は、対

象者を夜勤従事者に絞るなどして、必要な財源の

ハードルを下げ、実現へ向けて交渉を進めたい。 

病院の職場は夜勤などがあって、妊婦にとって

過酷な環境となっているため、産前休暇の 8 週間

への延長も、獲得したい改善の一つである。また、

妊娠中の夜勤免除など、男女共同参画社会の理念

にのっとった対応を引き出せるよう、交渉を行う。 

年休の取得が困難である点については、香川労

災病院の変形三交代制を参考に、徳島大学病院で

も変形三交代制を試験的に導入し、労働条件が改

善するようなら、病院全体に広げてゆきたい。 

医員・研修医・修練歯科医に対しては、超勤手

当てが正当に支給されていない現状について、可

能な限り速やかな改善を実現したい。 

また、現在は医師のみに限定されている「臨床

手当」を歯科医師にも支給するよう、交渉を行い

たい。 
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徳大労組第 13 回定期大会 

第 4 号議案 2016 年度（16 年 6 月～17 年 5 月）会計決算報告に関する件 

第 5 号議案 2017 年度（17 年 6 月～18 年 5 月）会計予算に関する件 
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　　　　2016年度（2016年6月-2017年5月） 一般会計決算報告
　　　　2017年度（2017年6月-2018年5月） 一般会計予算案

費　　目 備　　考 2017年度予算 2016年度予算 2016年度決算 16年度差額（予算-決算）

前年度繰越金 497,564 753,449 753,449 0
組合費 常勤職員組合員99名，非常勤職員組合員13名 2,300,000 2,300,000 2,288,900 11,100
共済・基金等からの繰入金 0 0 0 0
旅費 ※全大教組合費納入時に相殺 400,000 350,000 402,084 -52,084
旅費・交通費補助 ※全大教中国四国地区協議会，医労連より 34,000 33,560 37,840 -4,280
その他（利息） 20 150 14 136
その他（雑収入） 3,000 0 1,460 -1,460

3,234,584 3,437,159 3,483,747 -46,588

費　　目 内　　訳 2017年度予算2016年度予算2016年度決算 16年度差額（予算-決算）

加盟団体組合費 全国大学高専教職員組合組合費 1,250,000 1,250,000 1,247,400 2,600
徳島県労働組合総連合会費 130,000 120,000 120,000 0
徳島県医療労働組合連合会会費 50,000 49,000 48,600 400
徳島県国家公務員労組共闘会議加盟費 35,000 66,000 65,880 120
四国地区大学高専教職員組合連絡会分担金 30,000 54,000 53,072 928
小　計 1,495,000 1,539,000 1,534,952 4,048

出張費 遠隔地出張費 600,000 450,000 829,498 -379,498
市内近郊出張費 120,000 200,000 118,380 81,620
小　計 720,000 650,000 947,878 -297,878

活動費 会議費 75,000 75,000 75,056 -56
通信費 105,000 100,000 103,064 -3,064
消耗品費 10,000 20,000 8,479 11,521
印刷費 30,000 30,000 26,482 3,518
非常勤職員交通費 0 0 0 0
アルバイト人件費 50,000 50,000 39,387 10,613
資料費 3,000 5,000 3,040 1,960
研修費 10,000 30,000 0 30,000
文化・レクリエーション費 120,000 120,000 109,953 10,047
小　計 403,000 430,000 365,461 64,539

支部費 教職員支部 30,000
〔中執（常三島）と蔵本支部は2016年度から一本化し名称を教職員支部に変更〕 0
病院支部 30,000 30,000 30,000 0
小　計 60,000 60,000 30,000 30,000

共闘費 原発撤退・エネ転換を求める徳島連絡会会費 5,000 5,000 5,000 0
国民春闘討論集会参加費 1,000 1,000 0 1,000
共謀罪廃案をめざす徳島県実行委員会賛同費（団体1口） 0 0 3,000 -3,000
若者憲法集会 5,000 0 5,000 -5,000
その他 10,000 20,000 0 20,000
小　計 21,000 26,000 13,000 13,000

その他 事務室整備費 130,000 30,000 6,950 23,050
事務室電気料金 15,000 15,000 13,990 1,010
慶弔費 80,000 140,000 63,000 77,000
労災保険料 200 200 93 107
予備費 307,384 542,959 0 542,959
金融機関手数料 3,000 4,000 2,560 1,440
組合費払戻金 0 0 0 0
雑損失（不足金） 0 0 8,299 -8,299
小　計 535,584 732,159 94,892 637,267

3,234,584 3,437,159 2,986,183 450,976
0 0 497,564残　　高

収　入　の　部

収　入　合　計

支　出　の　部

30,000

支　出　合　計

30,000 0
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2016年度　　教職員共済生協大学事業所特別会計決算報告（労働金庫　口座番号2128423）

2014年度決算 2015年度決算 2016年度決算 備考
143,148 216,620 273,084
50,280 56,423 59,181
77,780 0 0

32 41 7
0 0 0

271,240 273,084 332,272

2014年度決算 2015年度決算 2016年度決算 備考
0 0 0

54,620 0 0
0 0 0

54,620 0 0

273,084 332,272

2016年度　　組合基金特別会計決算報告 （労働金庫分）

2014年度決算 2015年度決算 2016年度決算 備考
200,000 200,000 200,000

1,322,813 1,323,225 1,323,461 利息=236

普通預金 繰越金 51,255 64,438 78,572
口座番号2128409 出資配当金 4,775

労金利用配当金 7,877
利息 11 12 1
組合一般会計へ繰入 0 0 0
小計 (C) 64,438 78,572 91,225

1,587,251 1,601,797 1,614,686

教職員共済生協大学事業所特別会計2016年度末残高＋組合基金特別会計2016年度末残高＝ ¥1,946,958

その他

収入の部

前年度繰越金
事務委託手数料
会議旅費
利息
その他

計

支出の部

組合一般会計へ繰入
会議旅費支給

口座番号2065996

13,172 14,122

2016年度末残高＝(A)+(B)+(C)

計

2016年度末残高

　
出資金 (A)

証券番号1040400000000　001
定期預金 (B)
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徳島大学教職員労働組合 組合費規約 

 

第三条 組合員は一月の組合費として以下の金額

を当該月の月末までに納入しなければならない。 

２ ただし産前産後休業、育児休業、介護休業を

取得して１月以上無給となる場合は、組合費の納

入を免除される。 

 

新 

 

 

第三条 組合員は一月の組合費として以下の金額

を当該月の月末までに納入しなければならない。 

２ ただし産前産後休業、育児休業、介護休業を

取得するなどして１月以上無給となる場合は、組

合費の納入を免除される。 

 

 

 

  

徳大労組第 13 回定期大会 

第 6 号議案 組合規約改正の件 
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徳島大学教職員労働組合規約 

 

 
（前 文） 
私たちは大学に働く教育研究労働者として、日

本国憲法を尊重し、経済的、社会的、文化的およ
び政治的地位の向上を目指す。 
私たちは研究・教育の自由の確保と医療の充実、

教育の民主化に努力する。 
私たちは組合を民主的に運営し、信義と友愛の

精神で固く団結する。 
 

第 １ 章 総 則 
（名 称） 
第一条 この組合は徳島大学教職員労働組合（略
称「徳大労組」、以下「組合」）という。 
（組合員） 
第二条 組合は、徳島大学職員等、及び NPO 法人
あゆみ保育園職員であって、自ら組合に加入す
ることを選び、徳島大学教職員労働組合規約
（以下「規約」という）に従う者をもって組織
する。ただし、以下の者は組合員となることは
できない。従前に組合員であった者は以下の役
職任用期間は２で定める賛助会員の扱いとす
る。 

①教員 
役員並びに教育研究評議会に参加する以下の
教員：学部長、研究科長、研究所長、図書館長、
共同利用教育研究施設長、評議員 等 

②病院関係 
役職手当が支払われる以下の職員 
附属病院長、看護部長、副看護部長 等 

③行政職 
総務部の部長、次長、課長（同等の職位）以上
の職にある者、および人事担当職 

④NPO 法人あゆみ保育園 
園長の職にある者 

２．この組合の趣旨に賛同する者を、中央執行委
員会の承認を経て、賛助会員として受け入れる
ことができる。賛助会員は、各種議決権、組合
役員選挙権、同被選挙権、団体交渉への参加な
ど、労働組合法上の権利を行使することはでき
ない。 

 
（事務所） 
第三条 組合は事務所を徳島県徳島市蔵本町２
丁目五十番地および徳島市南常三島町１－１
徳島大学内におく。 

 
（支 部） 
第四条 組合に支部をおく。 
２ 各支部は、大会の議決によって設置され、こ
の規約の精神に基づき、この規約の範囲内でそ
れぞれの支部規約その他必要な規則を定める。 

 
（職種階層別部会） 

第五条 組合に職種階層別部会（以下「部会」と
いう）をおくことができる。 

２ 部会は大会の議決によって設置され、規約の
精神に基づき、規約の範囲内でそれぞれの部会
規約その他必要な規則を定める。 

 
第 ２ 章 目的及び事業 

（目 的） 
第六条 組合は、組合員の団結および相互扶助に
より勤務条件を維持改善することを主たる目
的とし、その経済的、社会的、政治的および文
化的地位の向上をはかり、あわせて大学におけ
る教育・研究・医療の充実発展、および大学の
民主化の徹底を期することを目的とする。 

（事 業） 
第七条 組合は前条の目的を達するために、次の
事業を行う。 

① 組合員の賃金、労働時間、その他の労働条件
の改善に関すること。また、職員の意に反する
不利益処分に関する審査を大学当局等に対し
請求すること。 

② 学問、思想の自由、教育、研究、医療の充実
発展、および大学の民主化に関し大学当局等に
対し要求すること。 

③ 組合員の共済および福利の増進に関するこ
と。 

④ 組合員の教養、技能の向上および健康の増進
に関すること。 

⑤ 組合員のレクリエーションに関すること。 
⑥ 機関紙を発行すること。 
⑦ その他、組合の目的達成に必要な事項。 

 
第 ３ 章 組織及び機関 

（機 関） 
第八条 組合に次の機関をおく。 
大会、中央委員会、中央執行委員会、監査委員
会および選挙管理委員会。 
 

（大 会） 
第九条 大会は組合の最高議決機関であって代
議員で構成する。 

２ 定期大会は、原則として毎年六月に中央執行
委員長が招集する。 
ただし、次の場合は、臨時に招集しなければ

ならない。 
① 中央執行委員会が必要と認めたとき。 
② 中央委員会の議決があったとき。 
③ 監査委員会が組合財産の状況について招
集を要求したとき。 

④ 組合員の二〇分の一以上が討議事項を示
して要求したとき。 

⑤ 二支部以上が討議事項を示して要求した 
とき。 

付録 
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３ 大会の議長および書記は出席代議員の互選 
により選出する。 

４ 各支部は大会代議員を、自由に立候補した組
合員の候補者の中から、支部の全組合員が平等
に参加する機会を有する直接無記名投票によ
り、選出する。 
代議員数は次のように定める。 

支部組合員数 代議員数 

    1～10 1 

   11～20 2 

   21～30 3 

   31～40 4 

   41～50 5 

   51～60 6 

   61～70 7 

   71～80 8 

   81～90 9 

   91～ 10 

代議員数の上限は一〇名とする。 
  具体的な選出方法については、別に定める
「徳島大学教職員労働組合役員選出規定」を準
用するものとする。 

５ 大会には中央執行委員会役員は出席しなけ
ればならない。中央執行委員会役員は、議案に
ついて説明し、必要な報告を行い、また質問に
応じなければならないが議決に参加すること
はできない。 

 
（大会の審議事項） 
第十条 次の事項は大会で審議決定しなければ
ならない。 
① 組合規約の制定および改廃。 
② 組合経費の予算および決算の承認。 
③ 争議行為の開始に関する承認。 
④ 同盟罷業に関する事項 
⑤ 中央執行委員会役員および監査委員の選
出。 
⑥ 組合員の上部団体役員就任の承認。 
⑦ 他の組合、団体との連合、それへの加入お
よびそれからの脱退。 
⑧ 運動方針の決定および事業報告。 
⑨ 組合員および役員の制裁。 
⑩ 組合基金の流用および重要な組合資産の処
分。 
⑪ 資金の借り入れについて 
⑫ 支部、部会の設置および廃止。 
⑬ その他組合員を拘束する重大な事項。 

 
（大会の成立） 
第十一条 大会は代議員総数の過半数の出席で
成立する。前条の第二、第三、第五、第六、第
七、第八、第十二、第十三号については出席代
議員の過半数の賛成で成立し、第一、第四、第
九、第十号、第十一については直接無記名投票

で代議員総数の過半数の賛成を必要とする。第
五号は選挙細則に定める。ただし第一および組
合員の二〇分の一以上の直接投票の要求があ
った事項に関しては、前段の手続きをしたのち
全組合員が平等に参加する機会を有する直接
無記名投票によって全組合員の過半数の賛成
を必要とする。 

 
（中央委員会） 
第十二条 中央委員会は大会につぐ議決機関で
あって、中央委員をもって構成する。 

２ 中央委員会は、中央執行委員長が以下の場合
に招集する。 
① 中央執行委員会が必要と認めたとき。 
② 中央委員の五分の一以上が討議事項を示
して要求したとき。 

３ 中央委員会の議長等は中央委員の互選によ
り選出する。 

４ 中央執行委員会役員は、議案について説明し、
必要な報告を行い、また質問に応じなければな
らない。 

 
（中央委員会の審議事項） 
第十三条 中央委員会は次の事項を審議決定す
る。 
① 運動方針の具体化に関する事項。 
② 大会の議決により委任された事項。 
③ 労働協約の締結に関する事項。 
④ 争議行為の開始に関する事項。 
⑤ その他中央執行委員会または中央委員会
が審議することを必要と認めた事項。 
 

（中央委員の選出） 
第十四条 中央委員は支部ごとに、自由に立候補
した組合員の候補者の中から、支部の全組合員
が平等に参加する機会を有する直接無記名投
票により、選出される。 
委員数は次のように定める。 

支部組合員数 委員数 

    1～20 1 

   21～40 2 

   41～60 3 

   61～80 4 

   81～ 5 

委員数の上限は五名とする。 
２ 具体的な選出方法については、別に定める
「徳島大学教職員労働組合役員選出規定」を準
用するものとする。 

 
（中央委員会の成立） 
第十五条 中央委員会は中央委員の三分の二以
上の出席で成立する。 

２ 議事の決定は原則として出席者の過半数の
賛成で成立する。 

 
（中央執行委員会） 
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第十六条 中央執行委員会は、組合の中央執行機
関であって、中央執行委員長、中央副執行委員
長、書記長、書記次長および各支部選出の中央
執行委員をもって構成する。 

２ 中央執行委員会は大会および中央委員会の
議決を執行し、また、その他の緊急の事項を処
理してこれに関し大会および中央委員会に責
を負う。 

３ 中央執行委員会は必要に応じて中央執行委
員長が招集する。 
ただし、各中央執行委員会役員は審議事項を

示して中央執行委員会の招集を要求すること
ができる。 

４ 中央執行委員長は中央執行委員会の議長と
なる。 

５ 中央執行委員会においては、委員会が認める
者をオブザーバーとして参加させることがで
きる。 

 
（中央執行委員会の審議事項） 
第十七条 中央執行委員会は、次の事項を審議決
定する。 
① 大会および中央委員会の議決に基づき、組
合の業務執行に必要な事項。 
② 大会および中央委員会に提出する事項。 
③ その他中央執行委員会みずからが組合の
業務遂行上必要と認めた事項。 

（中央執行委員会の成立） 
第十八条 中央執行委員会は中央執行委員会
役員の過半数の出席で成立する。 
２ 議事の決定は原則として出席者の過半数
の賛成で成立する。 

 
（中央執行委員会のもとにおく組織） 
第十九条 中央執行委員会のもとに、書記局なら
びに必要に応じて専門部会をおく。各部会には
必要に応じて部長および部員をおく。中央執行
委員会は必要のあるときは、臨時に特別専門委
員会を設けることができる。 

２ 書記局は、書記長、書記次長および書記局員
をもって構成し次の事務を行う。 
① 組合経費の予算案の編成、予算の執行、決
算書の作成その他会計経理に関すること。 
② 組合員名簿に関すること。 
③ 用度の調達、物品の保管、払出しおよび事
務所の管理その他庶務に関すること。 
④ 各種の会議の準備および議事録の作成に
関すること。 
⑤ その他書記局事務に関すること。 

３ 書記局および各部会の内部組織は、別に定め
る。 

 
（監査委員会） 
第二十条 監査委員会は、次の業務を行う。 
① 組合の資産および会計を年一回以上監査し、
中央執行委員会から決算の報告をうけ、 その
結果を決算報告が行われる大会に報告する。不
正を発見したときは中央委員会または大会に
報告する。 

② 組合財産の状況について中央執行委員会に
対し、臨時に大会の招集を要求することができ
る。 

 
（選挙管理委員会） 
第二十一条 選挙管理委員会は、次の業務を行う。 
① 選挙の公示に関すること。 
② 立候補の受理審査および候補者氏名の発
表に関すること。 
③ 投票および開票の管理ならびに立会人の
指定に関すること。 
④ 投票の有効無効の判定および当選者の発
表に関すること。 
⑤ その他選挙管理に必要な事項。 
 

第 ４ 章  役  員 
（役 員） 
第二十二条 この組合に次の役員をおく。 

中央執行委員長 一名 
中央副執行委員長 一名 
書記長 一名 
書記次長 各支部から一名 
会計 一名 
支部選出中央執行委員 第二十三条４で定

める人数 
監査委員 二名 
選挙管理委員 支部選出中央執行委員と同

じ人数 
２ 中央執行委員長はこの組合を代表し、組合の
業務を統轄する。 

３ 中央副執行委員長は、中央執行委員長を補佐
し、中央執行委員長に事故あるときはその職務
を代行する。 

４ 書記長は、書記局の長として中央執行委員長
を補佐し、組合の一般事務を処理する。 

５ 書記次長は、書記長を補佐し、書記長に事故
あるときはその職務を代行する。また、書記次
長は支部において支部長として支部の組合活
動の統轄を行う。 

６ 会計は、組合の会計事務を処理する。 
７ 監査委員は、監査委員会を組織し、その業務
を分担する。 

８ 選挙管理委員は、選挙管理委員会を組織し、
中央執行委員長、中央副執行委員長、書記長、
書記次長、会計、監査委員および選挙管理委員
の選挙業務を執り行う。 

 
（役員の選挙） 
第二十三条 この組合の役員は大会で各役職を
指定して選出される。 

２ 中央執行委員長、中央副執行委員長、書記長、
書記次長、会計、監査委員および選挙管理委員
は、自由に立候補した組合員の候補者の中から
全組合員が平等に参加する機会を有する直接
無記名投票によって選出されなければならな
い。 

３ 前項の選挙は選挙管理委員会が管理する。選
挙管理委員会の構成その他選挙に関する必要
な規定は別に定める。 
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４ 支部選出中央執行委員は支部ごとに、自由に
立候補した組合員の候補者の中から、支部の全
組合員が平等に参加する機会を有する直接無
記名投票により、選出される。 
委員数は次のように定める。 

組合員が五〇名以下の支部一名 
組合員が五一名以上一〇〇名以下の支部二名 
組合員が一〇一名以上の支部三名 
また、中央執行委員長が必要と認めた者を、

中央執行委員として加えることができる。 
５ 具体的な選出方法については、別に定める
「徳島大学教職員労働組合役員選出規定」を準
用するものとする。 

６ 任期途中で役員が転出又は退職した場合は、
中央執行委員会の推薦により中央委員会の承
認を得ることで後任役員を選出する。 

 
（役員の任期及び兼任） 
第二十四条 役員の任期は一ヵ年とする。ただし
重任をさまたげない。 
任期途中の役員の転出又は退職により、中央

執行委員会で推薦され就任した役員の任期は、
前任者の残りの期間とする。 

２ 役員は任期満了後であっても、後任が就任す
るまでその職務を行うものとする。 

３ 役員は他の役員の地位を兼ねることができ
ない。 

 
（専従役員） 
第二十五条 中央執行委員会は第二十二条に規
定する役員のうち若干名を専従役員とするこ
とができる。 

 
（特別執行委員） 
第二十六条 この組合に、特別執行委員を若干名
おくことができる。 

２ 特別執行委員は、中央執行委員会の推薦をえ
て、組合が加入する上部団体役員に選出された
者であって、第二十三条第２項の手続きによっ
て中央執行委員に選出されていない組合員の
うち、上部団体の役員の就任が大会で承認され
た者とする。 

３ 特別執行委員は、必要に応じて中央執行委員
会に参加することができる。ただし、議決権を
有しない。また、特別執行委員の出席の有無は、
中央執行委員会の成立要件にはかかわらない。 

４ 特別執行委員の任期は、当該上部団体の役員
の任期によるものとする。 

 
（組合職員） 
第二十七条 中央執行委員会は書記などの組合
職員をおくことができる。その待遇に関しては
別に定める。 

２ 組合職員は、書記長の指示により業務に従事
する。 

 
第 ５ 章  会  計    

（経 費） 
第二十八条 この組合の経費は、組合費、寄付金

およびその他の収入をもってあてる。 
２ この組合の予算および会計経理について、必
要な手続は別に細則で定める。 

３ 組合費は別規約に定める。 
４ 寄付金の授受は中央委員会または大会の承
認を要する。 

第二十九条 この組合の会計年度は毎年六月一
日に始まり、翌年五月三十一日に終る。年一回、
定期大会には組合員によって委嘱された職業
的資格のある会計監査人による正確であるこ
との証明を付して、会計報告を行わなければな
らない。 

 
第 ６ 章  組 合 員 

（加入及び脱退） 
第三十条 この組合に加入しようとする者は、原
則として支部を経由して中央執行委員会に加
入申込書を提出し組合員名簿に登録されなけ
ればならない。ただし、特別の場合は加入申込
書を直接中央執行委員会に提出することがで
きる。 

２ この組合を脱退しようとする者は、その理由
を明らかにし、中央執行委員会に届けなければ
ならない。 

３ 大会の議決により除名された者は、大会の承
認により組合員の地位を回復する。また組合費
の滞納により除名された者は、滞納組合費を完
納することにより、組合員の地位を回復できる。 

４ この組合の趣旨に賛同する者を、中央執行委
員会の承認を得て、賛助会員として受け入れる
ことができる。ただし、賛助会員は、組合員と
しての権利を付与されない。 
 

（専従役員組合員） 
第三十一条 組合員でないものが第二十二条の
役員に立候補しようとするときは、選挙管理委
員会に届出て承認をうけなければならない。 

 
（組合員の権利及び義務） 
第三十二条 組合員は、労働組合のすべての活動
に参加する権利、及び均等の取扱いを受ける権
利を有する。 

２ 組合員は、以下の権利を有する。 
① 各自平等に役員および中央委員を選挙し、
またこれらについて選挙されて就任すること。 
② 大会、中央委員会、中央執行委員会および
選挙管理委員会等に自由に意見を申し出るこ
と。 
③ 会計書類を閲覧し、会計監査の公表を求め
ること。 
④ 組合の管理する各種の施設を利用し、各種
の催し物に参加すること。 
⑤ 組合活動によって不利益を受けたときは、
救援を受けること。 
⑥ 何人も、いかなる場合においても、人種、
宗教、性別、門地又は身分によってその資格を
奪われないこと。 

３ 組合員は、以下の義務を有する。 
① 大会、中央委員会および中央執行委員会の
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議決に従うこと。 
② 大会で定める組合費その他の費用を納入
すること。 
 

（制 裁） 
第三十三条 組合員であって、規約に違反し、も
しくは組合の統制を乱し、または組合員の名誉
を汚した者は大会の議決により、権利の停止、
または除名される。 

２ 役員であって不適任と認められる者は、大会
の議決によって解任される。 

３ 前二項の場合、大会は、書面による請求にも
とづき大会が指名する査問委員会または中央
執行委員会に、事実の調査と制裁を提案させる。
また大会は制裁を受けようとする者の弁明を
聴取してからでなければそれを議決してはな
らない。 

４ 第一、第二項の制裁を受けた者が決定に不服
のある場合は、１ヶ月以内に大会に抗告を行う
ことができる。 
ただし、除名にあっては、組合員の五分の一

以上の者がその措置を不当と認め請求したと
きは、大会において再審議する。 

５ 組合員であって一年以上組合費を滞納した
者は完全資格組合員と認めず組合員としての
権利を停止される。 
滞納組合費を完納したときは、権利を回復す

る。 
 

第 ７ 章 解  散 
（解 散） 
第三十四条 組合を解散しようとする場合は、全
組合員の直接無記名投票による全組合員の過

半数の同意によらなければならない。 
 

第 ８ 章 雑  則 
（規約の改正） 
第三十五条 改正の発議は、中央執行委員会およ
び各支部または組合員の二〇分の一以上の連
署によって行うことができる。 

２ 規約を改正しようとする場合は、その改正案
を大会の十五日前までに書記局に提出しなけ
ればならない。 

 
（細 則） 
第三十六条 中央委員会は、規約の実施に必要な
細則を定めることができる。 

 
（組織財産の継承） 
第三十七条 本組合は、二〇〇四年三月三十一日
までの職員団体としての「徳島大学教職員組合」
の組織および財産すべてを受け継ぐものとし、
その内容に関しては細則に定める。 

 
附則 規約は二〇〇四年二月二十一日に制定し、
二〇〇四年四月一日より施行する。この規約は
二〇〇九年七月十八日に一部改正し、二〇〇九
年七月十八日より施行する。この規約は二〇一
二年六月三〇日に一部改正し、二〇一二年六月
三〇日より施行する。この規約は二〇一三年六
月二九日に一部改正し、二〇一三年七月一日よ
り施行する。この規約は二〇一六年七月二日に
一部改正し、二〇一六年七月二日より施行する。 
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徳島大学教職員労働組合 組合費規約 

 

第一条 本規約は徳島大学教職員労働組合（以下

「組合」という）組合員の組合費を定めるもの

である。 

第二条 組合員とは、徳島大学職員等およびNPO

法人あゆみ保育園職員であって、自ら組合に加

入することを選び、徳島大学教職員労働組合規

約（以下「規約」という）に従う者をいう。 

２ また、この組合の趣旨に賛同する者を、中央

執行委員会の承認を経て、賛助会員として受け

入れることができる。賛助会員の会費について

は、組合員と同様に取り扱うこととする。 

（組合費） 

第三条 組合員は一月の組合費として以下の金

額を当該月の月末までに納入しなければなら

ない。 

 

 

職種 

年齢 

（ただし、事務職員等・看護師としての最初の就職

が 30 歳以上であった場合は、実年齢から 10 歳引い

た年齢。） 

20 代 30 代 40 代以降 

教員（特任教員・特任研究員を含む） 2,000 円 

事務職員・技術職員・技能職員 800 円 1,600 円 2,000 円 

看護師 1,000 円 1,700 円 2,000 円 

パート職員（短時間勤務の再雇用職員を含む） 600 円 

契約職員（医員・研修医・フルタイム勤務の再雇用職員を含む） 1,000 円 

任期付医療技術職員 

非常勤講師 200 円 

個別契約 応談（600～2,000 円） 

２ ただし産前産後休業、育児休業、介護休業を

取得するなどして１月以上無給となる場合は、

組合費の納入を免除される。その際、無給とな

る期間が 30日以上 60日未満の場合は１月分を、

60 日以上 90 日未満の場合は２月分を免除し、

以下同様に算定することとする。 

（制裁） 

第四条 組合員であって、第三条２に定める事情

を除き、1 年以上組合費を滞納した者は組合員

としての権利を停止される。ただし、滞納組合

費の納入を開始したときは、権利を回復できる。 

（規約の改正） 

第五条 改正の発議は、中央執行委員会および各

支部または組合員の二十分の一以上の連署に

よって行うことができる。 

２ 規約を改正しようとする場合は、その改正案

を大会の十五日前までに書記局に提出しなけ

ればならない。 

３ 改正の議決は大会参加者の三分の二以上の

賛成を以って行う。 

 

附則 本規約は二〇〇四年二月二十一日に制定

し、二〇〇四年四月一日より施行する。（二〇

一〇年六月二十六日 一部改正。2012 年６月

30日一部改正、2012年１月１日より施行。2013

年 6 月 29 日一部改正、2013 年 7 月 1 日より施

行。2014 年 6 月 28 日一部改正、7 月 1 日より

施行。）
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徳島大学教職員労働組合役員選出規定  

 

第１章 総  則  

第１条 徳島大学教職員労働組合規約（以

下単に規約と言う）第２２条および第２

３条に基づき、本規定を定める。  

第２条 本規定は組合役員（中央執行委員

長、中央執行副委員長、書記長、書記次

長、会計、監査委員および選挙管理委員）

の選挙もしくは選出、決定について適用

する。  

 

第２章 組合役員の選挙  

第３条 中央執行委員長、中央執行副委員

長、書記長、書記次長、会計、監査委員

および選挙監理委員の選出は、規約第２

３条に基づき、全組合員の直接無記名の

投票により行なう。ただし、選挙管理委

員会が必要と認めた場合のみ、電子メー

ル等による投票を行うことができる。  

第４条   選挙に関わる業務は選挙管理委員

が行なう。  

 ２．選挙管理委員会は、第３条に規定さ

れた選挙によって選出された選挙管理委

員で構成する。  

３．選挙管理委員長は選挙管理委員の互

選により選出する。  

第５条   選挙管理委員会は委員長がこれを

召集し、その運営は規約２１条に準拠す

る。  

第６条 選挙管理委員会は、規約第２１条

に規定された次の業務を行なう。  

 (1)選挙公示に関すること。  

 (2)立候補の受理、審査および候補者氏名

の発表に関すること。  

 (3 )投票および開票の管理ならびに立会

人を指定すること。  

 (4)投票の有効、無効および当選者の発表

に関すること。  

 (5)その他、選挙管理に必要な事項。  

第７条 選挙の公示は投票開始日の１４日

前までに行なう。  

第８条 立候補者を推薦するときは、本人

の承認を得て、決められた推薦立候補届

に所定の事項を記入して、公示日から投

票開始日の７日前までに選挙管理委員会

に届け出なければならない。  

第９条 選挙に立候補する組合員は、決め

られた立候補届に所定の事項を記入して、

公示日から投票開始日の７日前までに選

挙管理委員会に届け出なければならない。 

第１０条 推薦立候補者および立候補者の

数が各役員の定数を越えたときは、定員

１名のものは単記で、定員２名以上のも

のについては２名以上の連記で投票する。 

第１１条 選挙および信任投票は組合員の

有権者総数の３分の２以上が投票するこ

とのより成立する。  

 ２．選挙および信任投票が成立しない場

合は、改めて投票のやりなおしを行なう。 

第１２条 選挙の当選者は、有効投票の多

数を得たものから順次決定する。投票同

数の場合は、そのものについて決戦投票

を行なう。  

第１３条 信任投票の場合には、有効投票

の過半数の支持により信任されたものと

する。  

 

  第３章   中央執行委員の選出  

第１４条 中央執行委員の選出は、規約第

２３条４項の規定にしたがって支部ごと

に行ない、大会において承認を求めるも

のとする。  
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徳島大学教職員労働組合出張費規定 

 

１．徳島大学教職員労働組合（以下「組合」とい

う。）が支給する出張費について以下の通り規

定する 。 

１）遠隔地出張費 組合が加盟あるいは連携し

ている団体（全大教、同四国地区連絡会、医

労連、教職員共済生協等）の会議、集会、共

同行動等に参加するため、組合員が遠隔地へ

出張するための費用。 

２）市内近郊出張費 組合員が徳島市内（通常

の勤務地区以外の場に限る。）および近郊で

開催される組合または徳島労連の会議、集会、

大学側との交渉等に参加するための費用。た

だし徳島大学常三島地区・新蔵地区間など徒

歩圏内の移動は対象外とする。 

なお、「遠隔地」か「近郊」かの判断は、その

都度中央執行委員会が行う。 

 

２．出張費の支給額については以下の通りとする。 

１）遠隔地出張費は、往復交通費、現地交通費、

宿泊費および日当の合計額とする。 

２）市内近郊出張費は、市内近郊交通費とする。

ただし、日当を支給することができる。 

３）往復交通費は、鉄道（片道 50 ㎞を超える

場合は特急）の運賃により計算し、往復割引

および乗継割引を適用する。ただし、バスを

利用することがより合理的である場合は、そ

の運賃の実額を支給する。また、東京、新潟

または福岡以遠の地域については航空機を

利用することができる。航空運賃は出張日時

点の正規運賃の 70％を支給する。ただし急に

出張する必要が生じるなど、やむを得ない事

情のある場合は、上記の計算方法によらず、

実額を支給することができる。 

４）現地交通費は１日につき 2,000 円とする。 

５）宿泊費は１泊 9,000 円とする。 

６）日当は１日 3,000 円、半日 1,500円とする。 

ただし出張先での実質拘束時間が２時間

超６時間以下の場合半日分を、同じく６時間

超 10 時間以下の場合１日分を支給し、以下

同様に算定することとする。 

７）市内近郊交通費は１日につき一律 800 円と

する。ただし、実額が800円を超えるときは、

実額を支給することができる。 

８）乗用車を利用する場合は、３）にしたがっ

て鉄道運賃またはバス運賃の実額を支給す

る。 

 

３．出張費の管理は中央執行委員会が行う。 

 

４．運賃の改定、交通手段の変更があった場合は、

それに応じて出張費を算出する。 

   

５．会議や集会等にともなう懇親会の会費は基本

的に自己負担とする。ただし、情報交換会等の

形で会議や集会等のプログラムに懇親会が組

み込まれている場合は、中央執行委員会で審議

し、出張旅費に懇親会参加費を加えることがで

きる。 

 

附則：この規定は 1996年 6 月より施行する。2009

年 7 月 18 日に一部改正し、2009 年 3 月 25 日

より施行する。2012年 6月 30日に一部改正し、

2012 年 1 月 1 日より施行する。2014 年 6 月 28

日に一部改正し、2014 年 7 月 1 日より施行す

る。 
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徳島大学教職員労働組合慶弔規定  

 

１. 組合員の慶弔事に当たっては次の各号を基

準として支出を行う 

Ａ：慶事 

 1）本人の結婚       10,000 円 

 2）本人および配偶者の出産  5,000 円 

Ｂ：弔事 

 1）本人の死亡       20,000 円 

 2）配偶者の死亡      10,000 円 

 3）一親等の親族の死亡    5,000 円 

Ｃ：病気（事故を含む） 

21 日以上勤務できない場合または 7 日以

上の入院           5,000 円 

Ｄ：転退職 

 1）定年退職（早期退職制度利用者を含む）

10,000 円 

2）上記以外の転退職      5,000 円 

Ｅ：上記以外の不慮の災害など  1 万円以内

で四役が決定 

２. 支出の管理は中央執行委員会が担当する。上

記の支出に際しては記録帳簿を作成するも

のとし、領収書の添付は原則として求めない。 

３. この規定は 1996 年 6 月より実施する。 

 

（1996 年 6 月 15 日の徳島大学教職員組合第

39 回大会で確認） 

（2015 年 7 月 4 日の徳島大学教職員労働組合

第 12 回定期大会において一部改正し、2015

年 3 月 18 日より施行する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 


